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第２期中期目標（素案）に対する評価委員からの意見及び対応等 

 

全体 

委員からの意見 対応等 

・激変している医療環境の中で、医療政策に対する

機構及び各市立病院の立ち位置を明確に確立して

いくのが第２期中期目標の大きな課題の一つであ

ると考えるがどうか。 

・第２期中期目標期間においても、第１期中期目標

期間に引き続き、各市立病院を含めた法人全体が

地方独立行政法人としての基盤を確立させる時期

であると考えている。 

・中でも、「地域医療構想の推進」や「地域包括ケア

システムの構築」といった重要となる医療政策へ

の対応は、前文に記載しており、第２期中期目標

全体を作成する際の重要な視点であると考えてい

る。 

・また、各市立病院の担うべき医療については、病院

ごとの主たる医療機能がより明確となるよう小項

目を設定している。 

・地域の医療機関、特に基幹病院との連携と協力体

制のあり方、及び各病院の位置付けと独自性ある

役割分担を大局的な視野に立って示してほしい。 

・地域の医療機関等との連携については、基幹病院

間の水平連携も重要であるが、地域完結型医療へ

の転換や地域包括ケアシステムの構築に当たって

は、地域の民間病院やかかりつけ医との垂直連携

の強化が重要であると考えている。 

・また、各市立病院の位置付けや役割については、第

２期の４年間においても、大きく変わるものでは

ないと考えており、各病院の機能が明確となるよ

う、第２－「市立病院として担うべき医療」におい

て、小項目を設定して記載している。 

・基幹病院等の連携については、関係者での検討が

行われており、現段階で結論が得られたものでな

いことから記載することは困難である。 

 

第２－「１  市立病院として担うべき医療」 

委員からの意見 対応等 

・広島圏域における地域医療構想の観点から、機能

分化について盛り込むべきではないのか。 

・地域医療構想を踏まえた機能分化については、第

２－「４  地域の医療機関等との連携」－「⑴」

－「ア」において記載している。また、各病院の役

割については、地域医療構想の推進を踏まえた上

で記載している。 
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2 

 

第２－「１  市立病院として担うべき医療」－「⑴」－「エ」 

委員からの意見 対応等 

・災害支援ナースについては、業務実績報告の際に、

活動した人数ではなく、登録人数のみが記載され

ており、平常時の訓練がどのように行われている

のか曖昧である。そのため、平常時から組織横断

的にトレーニングするシステムの構築を行うべき

ではないのか。 

・平常時からの災害医療への取組については、災害

拠点病院のみならず、全病院において取り組む必

要があることから、第２－「２  医療の質の向上」

－「⑸」に記載している。 

・災害医療について、デルタ地帯が甚大な規模の災

害に見舞われた際には、リハビリテーション病院

以上に、安佐市民病院の機能が、広島市立病院機

構以外の病院にとっても重要になるのではないの

か。 

・リハビリテーション病院における災害医療は、デ

ルタ地帯から離れているものの安佐市民病院より

地理的にデルタ地帯に近いことから、一義的なバ

ックアップ機能としての位置付けを記載してい

る。 

・安佐市民病院は、地理的にデルタ地帯から離れて

いるだけでなく、災害拠点病院として、他の災害

拠点病院との連携やＤＭＡＴの受入れなどの位置

付けを記載している。 

 

第２－「１  市立病院として担うべき医療」－「⑵」 

委員からの意見 対応等 

・地域医療構想の機能分化の観点から、舟入市民病

院の位置付けについて記載してほしい。また、舟

入市民病院に地域密着型の方向性を示せば、リハ

ビリテーション病院からの応援が可能ではないの

か。 

・舟入市民病院の位置付けについては、地域医療構

想を踏まえた上で、主たるものを「ア」から「ウ」

に記載している。また、舟入市民病院とリハビリ

テーション病院の連携については、第２－「５  市

立病院間の連携の強化」に記載しているとおり、

舟入市民病院の方向性に関わらず、可能であると

考えている。 

 

第２－「２  医療の質の向上」－「⑸」 

委員からの意見 対応等 

・第２－「１  市立病院として担うべき医療」にお

いて、災害医療に関する記載があるが、当該項目

に更に記載する必要性があるのか。 

・「１  市立病院として担うべき医療」においては、

広島市民病院と安佐市民病院の災害拠点病院とし

ての機能や、リハビリテーション病院の立地に基

づいたバックアップ機能に着目して記載してい

る。 

・第２－「２ 医療の質の向上」においては、特定の

病院の特定の機能だけではなく、機構全体として、

日頃からの災害医療への取組を含めて記載してい

る。 



3 

 

第２－「３  患者の視点に立った医療の提供」－「⑵」 

委員からの意見 対応等 

・「法令・行動規範の遵守」は、第３に業務運営全般

に係る事項として整理すべきではないのか。 

・行動規範や倫理の遵守、個人情報保護は、一義的に

業務運営全般に係るものであるが、これらの取組

は、患者に信頼されることでよりよい医療を提供

していくという目的のためのものであることか

ら、第１期中期目標と同様に引き続き、当該項目

で記載している。 

 

第２－「４  地域の医療機関等との連携」－「⑴」「⑵」 

委員からの意見 対応等 

・安佐市民病院は、へき地医療拠点病院としてネッ

トワークの構築を推進していくことが必要ではな

いのか。また、地域包括ケアの視点からは、リハビ

リテーション病院の地域貢献が重要ではないの

か。 

・安佐市民病院がへき地医療拠点病院としての機能

を果たしていくためには、県北西部地域の公立病

院等とのネットワークの構築が重要であると考え

ており、第２－「４  地域の医療機関等との連携」

－「⑵」－「ウ」に記載した。 

・リハビリテーション病院の地域包括ケアの視点か

らの地域貢献としては、第２－「１  市立病院と

して担うべき医療」－「⑶」－「ウ」に地域リハビ

リテーションの推進を、第２－「４  地域の医療

機関等との連携」－「⑶」－「イ」に地域包括ケア

システムの構築に向けた取組を記載している。 

 

第２－「４  地域の医療機関等との連携」－「⑴」－「イ」 

委員からの意見 対応等 

・「一貫性のある医療」の意味が不明であり、具体的

な表現としてもらいたい。 

・地域連携クリニカルパスにより、急性期病院から

回復期病院を経て在宅療養までに係る全ての医療

機関で同じ方針で医療を提供するという意味であ

り、意見を踏まえて修正する。 

 

第２－「５  市立病院間の連携の強化」－「ア」 

委員からの意見 対応等 

・「特に、広島市民病院と舟入市民病院の連携強化」

と記載してあるが、特別に記載する理由があるの

か。 

・広島市民病院と舟入市民病院の連携については、

舟入市民病院の病床利用率の向上や市立病院間の

役割分担において、特に重要な事項であると考え

ていることから、記載している。 
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第２－「６  保健医療福祉行政への協力」 

委員からの意見 対応等 

・今回、「教育」を追加しているが、具体的な施策

は何か。また、「市行政全般との連携」の狙いは

何か。 

・教育分野においては、がん教育や認知症教育な

ど、疾病やその予防に関するものを想定してい

る。また、安佐市民病院の移転・整備は、病院を

中心としたまちづくりといった観点もあり、例示

した分野以外での幅広い連携を行う必要があるこ

とから、記載している。 

 

第３－「１  業務運営体制の確立」 

委員からの意見 対応等 

・効率的な業務運営や人事考課等は、理事長の下で

体制を強化した上で、具体策を実践するべきでは

ないのか。 

・理事長の下での体制強化は、業務改善を進めてい

く上で重要であることから、第３－「１  業務運

営体制の確立」－「ア」に記載している。 

・効率的な業務運営や人事評価等の具体的な実施方

策等については、法人が作成する中期計画に記載

するべきものと考えている。 

 

第３－「１  業務運営体制の確立」－「ア」 

委員からの意見 対応等 

・理事長のリーダーシップは重要であるが、理事会

で十分に協議して、各病院の置かれた環境の中で

各病院長の考えが十分反映された運営でなければ

ならないと考える。各病院長の権限を重視する必

要があるのではないのか。 

 

・病院長の考えを反映させた病院運営を行うために

は、権限移譲を進めることが重要であり、そのた

めには、まずは理事長を中心とした機構全体の内

部統制（組織の業務を適正に確保するための体制

構築のシステム）が強化されることで、初めて各

病院長への権限移譲が可能となると考えている。 

・「理事長の強力なリーダーシップ」と「各病院長へ

の適切な権限移譲」は、具体的に何を意味するの

か。また、権限の内容を明確にしてほしい。 

・「理事長の強力なリーダーシップ」は、機構全体の

内部統制の強化を目的としているものであり、ま

た、「各病院長への適切な権限移譲」は、理事長の

留保権限を業務の組織的かつ効率的な処理を図る

ことを目的に各病院長に移譲することである。 

・権限移譲は、第１期中期目標と同様に、迅速かつ的

確な意思決定を行うために示しているものであ

り、具体的な権限移譲の方法や内容については、

法人の作成する中期計画や内部規程等で定めるこ

とになると考えている。 
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第４－「経営の安定化の推進」 

委員からの意見 対応等 

・内部留保があるとはいえ、安佐市民病院の建替え

により財務状況が悪化しないようにするべきでは

ないのか。また、将来的な高齢者の減少にも対応

できるような現実的な計画立案を行うべきではな

いのか。 

・安佐市民病院の建替えに当たっては、財務への影

響や将来人口などを踏まえた整備を行うことが重

要であると考えており、本市と十分に連携をとっ

た建替えを進めていくため、第５－「１  安佐市

民病院の建替えと医療機能の拡充」に記載してい

る。 

・安佐市民病院の建替えに係る収支計画や資金計画

は、法人の作成する中期計画において記載するこ

とになっている。 

・本市としては、第４－「経営の安定化の推進」とし

て、まずは経常収支の黒字化と、それに向けた効

率的な病院運営を記載している。 

 

第４－「経営の安定化の推進」－「ア」 

委員からの意見 対応等 

・経常収支の「黒字」と「黒字化」の違いは何か。 ・第１期中期目標作成時は、経常収支が黒字であっ

たことから、その後も黒字を継続するという意味

で「黒字を維持する」と記載していた。 

・第２期中期目標においては、現状の経常収支が赤

字であることから、「黒字化を図る」と記載して

いる。 

 

第４－「経営の安定化の推進」－「ウ」 

委員からの意見 対応等 

・北館に整備する病院の運営予定者である安佐医師

会との連携と支援・協力体制についても加筆して

もらいたい。 

・北館に整備する病院との連携やそれに対する支援

については、第２－「４  地域の医療機関等との

連携」－「⑵」－「イ」に記載している。 

・中期目標は、包括的に目標を定めているものであ

ることから、運営予定者である安佐医師会につい

ては、「関係機関」と記載するよう意見を踏まえて

修正する。 
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第４－「経営の安定化の推進」－「ウ」 

委員からの意見 対応等 

・北館に整備する病院に対する経営基盤の確保とい

う意味は何か。基本的には、安佐医師会、市立病院

機構、広島市の３者で十分に協議して進めるもの

と考えている。 

・機構の安定した経営基盤を確保していくために

は、北館に整備する病院に係る経費等の医療政策

上必要な経費は本市が負担するという前提条件を

記載したものであるが、北館の病院に係る経費負

担については「ア」の中で記載することとし、当該

小項目については意見を踏まえて削除する。 

・北館の病院の運営では、市の財務負担を明示して

いるが、記載が抽象的であり、経営基盤の確保を

どう理解すればよいのか。 

 

第５－「その他業務運営に関する重要事項」－「２ 法人の経営環境等の変化への対応」 

委員からの意見 対応等 

・新たな対応が必要となった場合とは、どのような

ケースを想定しているのか。 

・具体的に想定しているケースはないが、第２期中

期目標の変更が必要となるような状況にスムーズ

に対応できるよう記載している。 

 

 

 


